
※令和５年５月 15日時点

令和５年度高知県民生委員・児童委員研修業務について

「令和５年度高知県民生委員・児童委員研修実施業務」の質疑について、下記のとおり回答しま

す。

記

【令和５年度高知県民生委員・児童委員研修実施業務に対する質問への回答】

（１）過去行った研修会場の一覧など共有いただくことは可能でしょうか。

（回答）

別添「令和４年度研修会場」のとおり回答いたします。

（２）過去は、県内講師と県外講師の割合は何対何くらいでしたでしょうか。

（回答）

昨年度の実績は以下のとおりですが、本年度も昨年に引き続き、２年目研修を県内講

師、３年目研修を県外講師で実施予定です。

【令和４年度】県内講師：県外講師＝１：１

・１年目研修（県職員説明）×７回 （令和５年度は県職員説明×１回実施予定）

・２年目研修（県内講師）×１回 （令和５年度は県内講師×７回実施予定）

・３年目研修（県外講師）×１回 （令和５年度は県外講師×１回実施予定）

（３）受講者の申込受付方法の規定等はございますでしょうか。Google フォーム等での

募集でも問題ないでしょうか。

（回答）

申込受付方法は、郵送／メール／ＦＡＸのいずれかといたします。

なお、申込みに係る郵送料は協議会側の負担としますので、受託者で返信用封筒などを

用意いただく必要はありません。

（４）受講希望者からの受付対応は電話・メール等の規定はございますでしょうか。

（回答）

受講希望者からの問い合わせ対応は電話／メールいずれも対応可といたします。



（５）講師の必要要件等はございますでしょうか。

（回答）

講師の選定を行うのは、２年目研修の県内講師となりますが、研修内容である「傾聴に

関する内容」について民生委員・児童委員の方に講義・演習が実施できる方としており、

過去実績では産業カウンセラーの方に参加いただいております。具体的な講師の決定に

ついては、当課と共同で選定いたします。

（６）研修がオンラインになる可能性はございますでしょうか。

（回答）

オンライン開催は予定しておりません。


